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換

太

利

植

民

曾

枇

案

の

l
l
ρ

ン
ス
・
デ
川
ン
ト
の
所
説

1
1

矢

二S

O工F

武

一
、
緒

言

本
論
は
り
『
・
同
記
あ
り
8
E口
付
(
同
)
』
品
開

AVHCHEFrtgmg乙
】
田
口

E
P
ロ
2
F
H
Z
-
J〈
百
戸
】

gu)
の
立
案
に
か
t
A

る
も
の
で
あ

。
出
丹
市
吋
司
市
山
口

E
R
r
-
問。
-
2
2
7巾

zg

る
。
ハ
ン
ス
・
デ
ハ
ン
ト
は
一
九
三
三
年
に
設
立
さ
れ
た
墳
太
利
植
民
協
合

品
仰
の
一
人
で
現
に
同
舎
の
理
事
で
あ
り
、
デ
ハ
ン
ト
の
合
枇
案
は
同
協
合
が
政
府
に
封
す
る
建
言
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
明
太
利
に

於
け
る
失
業
救
済
の
具
臨
笑
を
提
供
す
る
目
的
を
以
て
書
れ
た
も
の
で
る
る
c

著
者
は
と
の
目
的
宜
現
の
た
め
に
は
更
に
削
刊
の
研

究
を
嬰
す
る
旨
を
附
記
し
て
居
る
。
又
本
舎
枇
案
の
作
成
に
封
し
著
者
が
伊
太
利
植
民
省
及
び
滴
逸
植
民
合
枇
同
在
館
か
ら
交
け
た

同
)
巾
『

の
創
立

後
援
に
謝
意
を
表
し
て
居
る
と
と
は
現
下
の
蹴
洲
の
政
怖
に
鑑
み
て
多
少
の
興
味
を
唆
る
も
の
が
あ
る
。

二
、
失
業
其
の
原
因
及
び
封
一
一
策

喚
太
利
の
植
民
合
枇
案

一一一一
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現
大
利
の
植
民
合
一
枇
栄

一
二
問

前
注
す
る
如
く
本
合
枇
案
は
失
業
救
済
の
共
一
慌
案
を
提
供
す
る
を
主
限
と
す
る
も
の
で
る
る
が
、
先
づ
海
外
植
民
の
失
業
救
済
と

し
て
の
債
仙
如
何
か
ら
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
抑
々
現
下
の
失
業
は
恐
慌
の
結
果
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
而
し
て

世
界
経
済
恐
慌
は
特
に
分
配
恐
怖
〈
凸
ユ
己

5
問
弁
巳
田
口
と
郁
す
べ
き
も
の
で
、
千
和
合
議
の
結
果
と
し
て
吠
界
経
済
の
均
衡
は
全
く

根
底
か
ら
破
壊
さ
れ
臥
測
に
と
っ
て
は
不
利
に
、
海
外
諸
国
及
び
植
民
地
に
は
有
利
な
欣
態
を
招
旅
し
た
。
戦
後
の
欧
羅
巴
諸
閣
の

背
難
は
置
に
之
れ
を
物
語
っ
て
居
る
。
分
配
恐
慌
と
は
人
口
と
財
と
の
地
域
的
分
配
の
不
平
均
に
外
な
ら
ぬ
。
「
土
地
な
き
人
口
」

〈
。
]
}
内
♀
巨
品
切
さ
g
「
人
口
な
き
土
地
」

P
E
S
o
r
E
〈
cp
の
封
立
即
ち
之
れ
で
あ
る
。
唄
太
利
の
失
業
は
所
謂
「
世
界
的
失

業
」
巧
島
ミ
ゲ
巾
昨
日
cm
笹
山
内
山
け
の
部
分
的
現
象
で
-b
り
、
従
っ
て
世
界
経
済
恐
慌
の
部
分
的
現
象
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

以
上
は
填
太
利
の
失
業
の
一
般
的
性
質
で
あ
る
が
、
共
の
他
に
特
殊
的
原
因
と
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
即
ち
民
民
離
村
の
現
象
で

る
っ
て
、
之
れ
都
市
に
於
け
る
犬
業
献
態
に
拍
車
を
か
け
る
結
果
と
な
っ
て
居
る
。

さ
て
失
業
制
策
と
し
て
各
屈
の
方
法
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
先
づ
離
村
山
円
以
民
を
師
山
政
せ
し
む
る
必
要
が
あ
る
。
然
し
出
村

の
包
容
力
に
は
限
度
が
る
っ
て
多
く
を
期
待
し
得
ぬ
。
と
L

に
が
、
て
営
然
念
頭
に
浮
ぶ
は
関
際
的
協
働
で
あ
る
が
、
各
閣
は
未
だ
熱

心
に
と
の
問
題
の
矯
め
に
有
効
な
手
段
を
講
づ
る
に
至
っ
て
居
な
い
。
同
舟
一
党
間
際
的
よ
り
岡
家
的
虚
現
へ
、
自
力
更
生
の
道
が
残
さ

れ
て
居
る
の
み
で
あ
る
。

明
太
利
に
於
て
は
純
然
た
る
慈
善
的
犬
業
救
械
事
業
の
外
に
各
種
の
公
共
的
救
済
手
段
が
考
慮
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
か
L

る
救
済
手
段
は
国
民
に
封
し
心
理
的
に
も
敬
育
的
に
も
望
ま
し
か
ら
歩
、
叉
永
績
的
失
業
の
針
策
と
し
て
は
無
力
で
あ
る
。
従
っ
て

杭
極
的
手
段
、
即
ち
持
働
機
舎
の
増
加
方
法
、
例
へ
ば
官
臆
建
築
、
鍛
道
、
水
利
等
の
土
木
工
事
の
起
業
が
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
之
れ
も
封
症
療
法
に
過
ぎ
や
水
鎖
的
失
業
救
済
と
し
て
は
無
力
で
あ
る
。
共
の
事
業
の
完
了
に
よ
り
一
件
び
失
業
者
を
排
出
す
る

は
必
常
と
J

コ
口
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
亦
絹
逸
に
於
け
る
如
く
附
労
働
時
間
を
短
縮
し
附
労
働
賃
金
を
切
り
つ
め
る
事
に
よ
り
労
働
機
合
を

増
加
せ
ん
と
す
る
試
み
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
之
れ
も
大
な
る
効
果
を
あ
げ
符
べ
き
望
は
無
い
。
之
れ
に
反
し
貿
易
政
策
の
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効
果
は
間
接
で
は
あ
る
が
失
業
救
済
に
ム
へ
な
る
影
響
を
持
つ
事
は
疑
ひ
無
き
と
と
ろ
で
あ
る
。
然
し
一
歩
蹴
っ
て
考
ふ
る
に
唄
太
利

の
如
き
小
閣
の
貿
易
仲
長
に
封
し
残
さ
れ
た
範
囲
は
極
め
て
少
い
。
加
之
現
下
の
各
閣
を
支
配
す
る
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
的
傾
向
は
各
閣

わ
色
分
離
せ
し
め
戟
争
の
危
機
を
さ
へ
匹
胎
せ
し
め
て
居
る
つ
も
っ
と
も
之
れ
に
封
抗
す
る
運
動
が
全
然
昧
除
じ
て
居
る
の
で
は
な
い
。

即
ち
汎
欧
運
動
、
ド
ナ
ウ
諸
国
の
経
済
政
策
上
の
合
同
、
調
唄
閥
税
同
盟
、
ス
ト
レ
ー
ザ
合
議
、
ロ
ー
マ
僚
約
、
五
窓
案
、
割
常
策

等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
之
等
諸
保
約
の
効
果
は
尚
ほ
未
知
数
で
あ
り
、
少
く
も
現
在
は
そ
の
成
功
の
域
に
在
ら
や
と
一
五
ふ
べ
き
で
あ

る
。
否
、
鈴
園
経
摘
、
震
持
闘
係
の
無
政
府
批
態
は
日
々
に
そ
の
度
合
を
増
し
、
諸
問
は
同
同
主
義
の
方
向
に
進
み
つ
L
t
u
る。

又
内
問
航
民
は
失
業
救
済
策
就
中
離
村
民
民
の
師
決
策
と
し
て
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
明
太
利
の
岡
内
未
整
地
は
共
の

問
震
に
多
大
の
資
本
の
要
す
る
劣
悪
地
で
あ
り
、
加
之
民
主
任
物
債
格
の
下
落
は
前
誌
に
封
ず
る
悲
翻
的
橡
恕
乞
飴
債
な
く
す
る
。
と

〈註〉

h
A

に
於
て
か
犬
業
救
消
策
と
し
て
の
内
圏
植
民
の
効
果
に
封
し
疑
問
を
生
ぜ
ざ
る
を
件
た
い
。
一
品
質
澗
沌
一
に
於
て
も
貿
易
範
閣
の
紙

芝
に
出
来
す
る
と
の
人
口
-
庄
の
松
和
策
と
し
て
の
内
岡
植
民
事
業
の
効
果
に
到
し
疑
惑
の
聾
が
大
と
た
っ
て
来
た
。
然
し
猫
逸
に
あ

つ
て
は
内
閣
航
民
事
業
に
別
ふ
べ
き
資
本
と
土
地
と
が
ほ
ピ
怖
っ
て
肘
る
。
と
れ
内
閣
航
民
が
制
逸
民
族
更
生
の
方
法
と
し
て
推
棉

せ
ら
れ
居
る
所
以
な
の
で
あ
ヲ
向
。
又
伊
太
利
に
於
て
も
内
岡
航
民
事
業
を
失
業
救
済
策
と
し
て
重
税
し
て
は
討
な
い
。
均
、
水
利
で
は

所
謂
郊
外
移
住
研
け
る
仲
間
a
E
L
田
町
己
記
長
が
最
も
京
要
性
を
有
っ
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
之
れ
は
民
業
を
副
業
と
す
る
杭
肘
移
住
J
〈
AVYHHa

44 

丘
町
門

}
r
g
m
と
し
て
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
州
民
業
を
卒
業
と
す
る
移
住
で
は
無
く
、
従
っ
て
失
業
救
済
策
と
し
て
は
京
婆
で
は
な

I./l 
0 共

の
外
消
極
的
方
策
と
し
て
応
児
制
限
が
あ
る
が
、
山
間
家
政
策
、
閣
民
保
健
及
び
宗
教
的
考
慮
等
を
度
外
視
し
て
も
伊
太
利
の
如

き
人
口
増
加
闘
が
向
ほ
立
金
を
輿
へ
て
多
庄
を
奨
附
し
て
居
る
に
鑑
み
る
時
涼
児
制
限
の
奨
蹴
に
よ
る
べ
き
で
な
い
。

斯
く
の
如
く
各
種
の
失
業
針
策
を
考
慮
す
る
時
、
何
れ
も
満
足
と
は
一
丙
ひ
難
く
、
け
ハ
海
外
移
住
が
歩
安
な
失
業
針
策
で
あ
り
、
叉

同
氏
経
済
上
よ
り
も
推
稿
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

崎
明
大
利
の
植
氏
合
枇
笑

-
二
五

veranstaltet vom Dr Robert Breza' .，Der l'akt von Rom，“ eine Disku佃ion，
Indurtrieldub， "W. W. "¥Y."， 1034， No. 48. 
Oskar KarSledt， Internationale Bekampfung der Arbeitslosigkeit durch Erschlie-
低呼sunguber seeischer Gebiete， Berlin， 1931， 8.23. 
Dr. Joseph Geiger， Rassischc und volkische Erneuer日ngdurch Arbeitsdien討tpflicht
und Binuensiedlung， 8tuttgart， ]933. 
[ir. Josef 1'essl， SiediungspoJitik im stiindischeu Aufbau， ，，"¥Y.WλVJ九]934，No.36. 
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域
太
利
の
植
民
品
目
一
件
案

一一一六

以
上
が
デ
ハ
ン
ト
の
失
業
針
策
と
し
て
の
梅
外
移
住
必
要
論
の
サ
チ
で
あ
る
が
、
飽
く
迄
失
業
釘
策
を
限
目
と
し
て
海
外
移
住
の

必
要
を
詑
き
、
之
に
v

肱
4
7
る
命
日
枇
築
守
一
打
ち
立
て
ん
と
す
る
賄
日
本
の
満
洲
炭
業
移
民
命
日
枇
案
と
著
し
い
相
具
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る

我
凶
の
海
外
移
住
は
極
め
て
共
の
数
少
く
過
去
に
於
て
も
現
在
に
於
て
も
失
業
救
済
と
し
て
の
慣
値
は
絶
無
と
栴
し
て
差
支
な
い
。

加
之
に
年
々
多
数
内
地
に
移
住
す
る
朝
鮮
人
を
加
算
す
る
時
我
閣
は
移
入
民
閣
で
あ
る
。
事
質
満
洲
の
山
以
業
移
民
事
業
に
が
、
て
も
也

接
的
失
業
救
済
は
大
な
る
限
目
に
非
歩
し
て
、
満
洲
資
源
開
護
市
場
開
拓
と
云
ふ
積
極
的
意
闘
と
共
に
民
般
的
、
政
治
的
、
軍
事
上

の
所
謂
紅
梢
外
的
裂
い
一
一
糸
が
大
な
る
勤
凶
を
話
せ
る
は
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
二
に
唄
太
利
の
海
外
移
住
は
円
時
間
的

割
栴
を
有
せ
ざ
る
駄
で
あ
る
。
デ
ハ
ン
ト
は
各
組
の
失
業
封
策
は
や
L

兵
韓
的
に
批
判
し
て
居
る
に
闘
ら
や
、
海
外
移
住
に
は
兵
問

的
慣
値
判
断
を
下
さ
歩
、
唯
明
太
利
に
取
っ
て
未
開
拓
、
即
ち
残
さ
れ
た
方
策
と
し
て
之
れ
を
推
稿
す
る
に
止
る
。
吾
人
の
見
る
と

と
ろ
で
は
唄
太
利
が
共
の
海
外
航
民
の
活
動
地
を
獲
件
す
る
は
恐
ら
く
容
易
で
は
な
い
。
従
っ
て
合
枇
案
も
や
L

抽
象
的
た
る
を
免

れ
な
い
欠
黙
を
有
す
る
。
と
れ
我
が
滞
洲
山
内
民
業
移
民
命
日
枇
案
が
兵
問
的
封
稲
を
有
す
る
と
異
る
と
と
ろ
で
あ
る
。

〔
註
〉

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
大
戦
前
に
は
僅
か
に
ガ
リ
デ
ア
に
小
規
模
の
内
閣
植
民
を
賀
行
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
即
ち
千
九
百
五
年
の
法
律
を
以

で
、
地
主
良
民
間
に
民
地
の
質
問
A
あ
る
と
き
は
以
府
は
農
民
に
謝
し
て
其
の
農
場
評
償
額
の
四
分
の
一
一
一
以
内
を
年
賦
貸
付
す
る
も
の
と
定
め
て

中
小
良
地
の
帥
限
定
を
促
起
し
、
千
九
百
十
二
年
末
迄
に
七
百
七
例
の
農
場
(
商
務
八
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
が

り
チ
ア
は
大
戦
後
は
波
闘
の
所
側
と
な
っ
た
か
ら
右
の
政
策
は
現
在
地
ん
太
利
の
土
地
分
配
に
何
の
関
係
も
な
い
。
大
戦
終
了
後
政
府
は
千
九
百

十
九
年
五
月
三
十
一
日
に
中
小
農
地
一
件
設
法

2
2
2
N
5
2
2。
当
日
。
含
円

r
E
O
L
E
a
向
。
]
⑦
何
芯
弓
出

2
2
M間
口

H
2
5
L
同
宮
乙

2
2ヨ
語
ロ
〉
を

制
定
し
て
会
凶
に
亙
っ
て
或
る
程
皮
の
内
閥
横
民
を
笠
行
す
る
ζ

と
を
定
め
た
Q

但
し
之
れ
は
右
法
律
の
名
穏
に
依
て
符
易
に
推
知
さ
れ
る
様

に
、
全
然
新
た
に
中
小
農
場
を
設
定
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
簡
単
に
云
へ
ば
最
近
五
十
年
内
に
地
主
の
銘
め
に
兼
併
さ
れ
た
農
民
農
地
を

再
び
農
民
の
手
に
取
戻
し
て
小
小
の
白
作
農
地
を
再
設
又
は
擬
張
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
あ
る
。
即
ち
千
八
百
七
十
年
一
月
一
日
以
後
に
地

主
が
中
小
陵
地
を
合
併
せ
る
揚
所
に
は
政
府
は
之
れ
を
強
制
牧
用
し
て
農
民
に
分
配
す
る
の
で
あ
り
、
又
同
じ
く
地
主
が
地
役
椴
を
解
除
せ
る

相
場
合
に
は
民
民
の
ぬ
め
に
再
び
地
役
植
を
回
復
し
て
や
る
の
で
あ
る
。
斯
く
本
法
は
曾
て
中
小
農
地
た
り
し
土
地
を
地
主
の
手
か
ら
牧
用
し
て



再
び
農
民
に
分
配
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
依
て
設
定
さ
れ
る
農
地
の
教
は
始
め
か
ら
限
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
之
れ
に
依
て
従
来

の
土
地
分
間
朕
態
が
著
し
く
縫
草
さ
れ
る
と
一
瓦
ふ
こ
と
は
あ
り
符
な
い
。
現
に
千
九
百
二
十
五
年
末
迄
の
成
絞
で
は
自
作
段
地
の
設
定
数
四
百

七
十
例
ヘ
六
千
五
百
六
十
六
へ

F
9
1
ル
V

及
び
過
小
農
地
の
披
振
数
千
ヒ
百
二
十
八
個
(
一
万
四
百
八
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る

=
一
、
植
民
地
、
植
民
、
移
民

抑
々
人
類
は
生
存
権
を
有
す
る
。
然
る
に
現
世
界
の
人
類
の
分
配
批
態
は
不
公
正
と
不
一
小
均
そ
の
も
の
で
あ
る
。
此
庭
に
杭
民
一
出

動
を
正
賞
付
け
る
根
擦
が

b
h
v
。
而
し
て
母
図
と
一
五
ひ
、
航
民
地
と
一
五
ふ
も
同
史
的
結
封
的
の
も
の
で
は
な
く
し
て
挺
史
の
流
れ
と

共
に
時
鈍
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
往
時
の
航
民
地
た
る
北
米
合
衆
岡
は
現
代
に
於
て
は
杭
民
間
た
る
が
如
き
之
れ
で
る
る
。
又

技
術
及
び
皆
阜
の
進
歩
は
往
時
の
移
住
不
適
地
を
移
住
適
地
た
ら
し
む
る
に
至
っ
て
居
る
。

之
れ
を
要
す
る
に
杭
民
問
。
】
。
口
町
田
三
日
。
ロ
と
は
文
明
間
聞
の
過
剰
人
口
を
他
地
に
移
位
せ
し
む
る
と
と
に
外
な
ら
ね
の
で
あ
っ
て
、

此
底
に
一
以
ふ
他
地
と
は
移
住
者
の
母
国
と
同
一
の
文
明
段
階
に
未
だ
到
達
制
』
ざ
る
土
地
で
あ
る
。
換
一
一
目
す
れ
ば
杭
民
活
動
と
は
母
岡

よ
り
文
明
程
度
の
低
き
土
地
を
母
困
の
民
が
開
獲
し
、
立
ハ
底
に
自
閣
の
文
化
を
費
す
と
と
で
る
り
、
植
民
地
と
は
か
L

る
航
民
活
動

の
行
は
る
L

土
地
で
t
u
る
。
従
っ
て
法
律
的
意
義
に
於
け
る
植
民
地
は
上
迷
の
杭
民
活
動
か
ら
導
出
し
た
植
民
地
概
念
の
一
部
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
用
品
パ
る
。
出
移
民
必
や
し
も
杭
民
左
作
ふ
も
の
に
非
ゐ
y
o

而
し
て
又

K
5
2
4
5
L
E
E
m
は
人
類
に
の
み
特
布
の
も
の
に
非
ざ
る
も
、
航
民
活
動
は
意
思
力
る
る
人
類
の
精
一
柳
的
計
主
的
活
動
で
る
る
。
出

移
民
の
究
極
の
原
因
は
原
性
地
に
於
い
て
住
民
が
経
済
的
に
満
足
を
作
る
と
と
の
出
来
ぬ
鮪
に
る
る
。
か
L
る
出
修
氏
に
よ
っ
て
有

能
な
人
士
を
夫
ふ
一
品
は
本
件
の
損
失
と
一
五
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
加
之
出
移
民
の
移
住
後
の
困
窮
に
鑑
み
出
移
民
に
釘
す
る
本
因
の

3
 

指
導
と
統
制
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
。
殊
に
現
今
の
批
勢
、
即
ち
諸
国
が
自
国
の
労
働
市
場
を
防
衛
す
る
矯
め
他
園
移
民
の
流
入

出
移
民

L
F
5
5
E
2
5ぬ

は
ま
た
植
民

問。
-cロ
宮
山
φ

ロ

撲
大
利
の
植
民
合
枇
案

一
二
七

津村康:農業土地政策論JD7-8頁
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現
太
剥
の
植
民
合
枇
案

一
二
八

を
禁
止
し
つ
L
あ
る
枇
勢
に
於
て
は
と
の
必
要
が
大
き
い
の
で
る
る
。

確
か
に
出
移
民
は
本
閣
の
失
業
を
減
少
せ
し
め
、
時
闘
に
市
場
を
興
へ
る
。
然
し
ふ
な
が
ら
之
れ
は
航
民
地
が
母
閣
と
文
化
的
の
み

な
ら
や
経
済
的
に
も
結
び
活
い
て
居
る
限
り
に
於
て
期
待
し
特
る
賠
で
る
っ
て
、
通
常
接
受
閣
と
母
閣
と
の
聞
に
は
や
が
て
競
争
が

生
や
る
の
で
あ
る
。
と
t
A

に
於
て
か
母
国
の
行
ふ
結
合
運
動
〈
2
・i
E芯
巴
mr弘
仲
が
重
要
に
な
っ
て
来
る
。
と
の
賄
に
闘
し
最
近
の

日
伊
の
前
勤
は
注
目
す
べ
き
で
る
る
。
特
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
伊
太
利
は
外
地
に
特
別
の
岡
家
的
の
移
民
委
員
合
及
び
植
民
事
業
協
合
を

設
け
、
在
外
移
民
の
教
育
、
金
同
等
に
力
を
つ
く
し
て
居
る
。

か
h
A

る
母
閣
と
植
民
地
と
の
結
合
は
雨
者
が
法
律
的
に
結
び
若
く
と
と
に
依
っ
て
全
き
も
の
と
た
る
。
然
し
何
れ
に
せ
よ
鮭
情
的

結
合
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
法
律
的
結
合
は
そ
れ
白
胆
胞
が
目
的
で
あ
る
と
一
五
ふ
よ
り
は
寧
ろ
経
掛
的
結
合
を
宜
現
せ
し
む
る
上
に
於
て

重
裂
な
の
で
あ
る
。

植
民
地
の
法
律
的
、
経
掛
的
分
類
は
従
来
種
々
食
さ
れ
た
れ
ど
も
、
之
等
の
偵
値
は
あ
ま
り
大
で
は
友
い
。
デ
ハ
ン
ト
は
移
性
植

民
地
と
非
移
住
植
民
地
と
に
分
つ
の
が
貴
際
的
で
あ
る
と
見
て
居
る
。
移
住
植
民
地
と
は
地
理
的
に
も
気
候
的
に
も
比
較
的
多
数
の

弁
が
完
性
し
件
、
且
共
底
に
於
て
農
耕
に
従
事
し
得
る
も
の
を
指
す
。
例
へ
ば
北
米
、
淡
洲
の
如
き
と
れ
で
あ
る
。
か
L

る
植
民
地

は
晶
体
図
の
過
剰
人
口
に
労
働
と
土
地
と
を
供
給
し
、
母
閣
の
販
L

一
賀
市
場
と
な
り
、
直
接
に
失
業
救
済
に
役
立
つ
も
の
、
で
あ
る
。
之
れ

に
反
し
非
移
住
植
民
地
と
は
気
候
的
闘
係
よ
り
凡
て
永
住
に
遁
せ
歩
、
持
働
は
土
人
が
専
ら
之
れ
に
首
り
、
白
人
は
指
導
者
た
る
に

止
る
。
か
k

る
植
民
地
の
慣
他
は
母
閤
に
が
、
て
夜
間
せ
示
、
而
も
母
閣
に
不
可
般
の
産
物
の
給
源
た
る
と
と
で
あ
っ
て
、
人
口
の
輸

出
は
問
題
た
ら
や
、
資
本
の
輸
出
の
み
が
問
題
と
な
る
。
然
れ
ど
も
前
述
せ
る
如
く
近
時
の
技
術
と
皆
阜
の
進
歩
は
か
L
る
植
民
地

も
移
住
可
能
の
も
の
た
ら
し
む
る
傾
向
が
る
る
。
要
す
る
に
非
移
住
杭
民
地
は
間
接
に
人
口
問
題
の
解
決
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
、
填
太
利
に
と
っ
て
は
移
住
植
民
地
か
非
移
佳
植
民
地
か
何
れ
が
必
要
な
り
や

Helmer Key; Neue Kolonialpolitik ] 927 8.127 
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然
ら
ば
填
太
利
は
移
住
、
非
移
住
何
れ
の
植
民
地
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
か
。
唄
太
利
が
失
業
救
済
を
直
接
の
目
的
と
す
る
以

上
一
五
ふ
迄
も
な
く
移
住
植
民
地
で
る
ら
う
が
、
そ
れ
は
純
粋
の
農
耕
航
民
地
で
は
な
く
、
唄
太
利
の
岡
氏
粧
消
が
必
要
と
す
る
原
料

を
川
川
時
に
供
給
す
る
航
民
地
で
あ
る
と
と
が
望
ま
し
い
。
例
へ
ば
市
米
及
び
阿
弗
利
・
加
ハ
ア
ピ
シ
品
ア
、

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
〉
が
と
の

目
的
に
趨
ふ
も
の
で
る
る
。

即
ち
喚
太
利
の
移
民
た
る
者
は
共
の
過
剰
人
口
、
即
ち
失
業
者
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
杭
民
地
は
猷
人
の
居
位
に
遁
す
る
も
の
で
あ

り
、
・
次
に
唄
太
利
に
応
出
せ
ざ
る
産
物
に
し
て
墳
太
利
の
同
氏
経
済
に
必
要
な
る
も
の
、
即
ち
主
と
し
て
土
地
生
涼
物
民
主
2τ

宵
Q
T
Eゲ
ロ
を
ね
る
植
民
地
た
る
こ
と
が
こ
の
日
的
に
遡
っ
て
居
る
の
で

b
る
。
明
、
太
利
移
民
は
多
く
農
耕
に
経
験
を
有
す
る
と

と
は
幸
ひ
で
あ
る
。
之
れ
を
植
民
地
の
農
耕
に
向
け
る
と
と
が
出
来
よ
う
・
。
叉
母
間
に
あ
る
農
産
物
で
も
植
民
者
の
自
給
に
必
要
な

限
り
作
る
べ
き
で
る
る
。
斯
く
の
如
き
植
民
地
は
一
方
に
於
て
母
国
の
工
業
日
聞
の
市
場
と
な
り
、
従
う
て
北
九
の
意
味
に
於
て
も
失
業

の
放
怖
と
な
る
。
加
之
生
活
程
度
低
き
土
人
の
居
住
す
る
非
移
性
植
民
地
と
具
り
、
頭
初
よ
り
母
国
の
商
品
を
需
要
す
る
が
で
あ
る
。

其
の
外
移
住
植
民
地
は
国
家
政
策
的
見
地
よ
り
見
る
も
望
ま
し
い
。
即
ち
か
L

る
植
民
地
は
人
類
の
移
住
征
服
欲
を
充
た
し
、
叉
第

二
世
の
希
望
と
期
待
を
満
足
せ
し
む
る
。
而
し
て
経
済
的
満
足
は
自
づ
と
政
治
的
満
足
を
招
保
す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
唄
太
利
の
海
外
植
民
に
封
す
る
反
釘
論
点
吟
し
よ
う
。
先
づ
航
民
地
経
管
は
最
円
十
採
算
立
た
や
と
す
る
非
難
で
る
る
が

之
れ
は
今
日
に
於
て
も
向
ほ
合
理
的
な
組
織
と
統
治
に
依
っ
て
杭
民
地
所
有
が
盛
ん
で
あ
る
に
鑑
み
て
取
る
に
足
ら
ね
反
封
で
あ

る
。
況
ん
や
叩
、
太
利
氏
於
て
は
植
民
地
軍
隊
、
植
民
地
艦
隊
、
植
民
地
官
吏
の
設
置
は
問
題
と
な
ら
ざ
る
に
於
て
を
や
。
第
二
に
海

岸
に
面
せ
十
、
従
っ
て
艦
隊
を
有
せ
や
而
も
有
勢
な
陸
軍
も
無
き
小
問
は
植
民
地
を
獲
得
保
有
す
る
事
は
出
来
ぬ
と
一
五
ふ
批
雑
で
あ

る
。
然
し
和
閥
、
雨
萄
牙
、
丁
抹
の
如
き
小
闘
の
事
例
は
之
れ
を
反
駁
し
去
る
。
殊
に
明
太
利
の
植
民
地
は
権
力
に
基
い
て
Y

は
な

く
、
所
謂
必
需
植
民
地
局
♀
宮
古
ユ
ロ
と
し
て
全
然
諸
担
岡
及
び
岡
際
聯
盟
の
明
白
な
監
視
の
下
に
立
ち
、
保
約
の
文
一
一
一
同
に
基
い
て

成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
の
憂
は
な
い
。
第
一
一
一
に
明
太
利
は
植
民
閣
と
し
て
の
経
験
が
な
い
と
一
以
ふ
非
難
が
あ
る
。
然
し
之
れ

地
〈
大
利
の
植
民
合
一
枇
案

ゴL
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抽
明
、
太
利
の
植
民
令
一
此
案

O 

は
過
去
と
現
在
に
於
け
る
事
情
の
慶
化
を
無
税
し
た
議
論
で
あ
る
。
例
へ
ば
ボ
ス
=
ャ
、
ヘ
ル
ツ
エ
ゴ
ベ
ナ
の
開
拓
事
業
の
如
き
は

官
官
宜
上
に
於
て
之
れ
を
論
駁
し
て
居
る
。
最
後
に
最
も
民
撃
が
仏
反
釘
と
し
て
喚
太
利
は
世
界
の
分
割
に
闘
る
に
遅
過
ぎ
た
と
云
ふ
'
謹

が
聞
か
れ
る
。
少
く
と
も
こ
の
非
難
は
地
理
政
治
的
関
係
古

m
g
m
g
Z
E
T
H
6
E汚
宮
『

H
w
g
r
r
g
m
に
於
て
は
承
認
せ
ざ
る
を

作
な
い
と
と
ろ
で
る
る
。
然
し
全
然
地
理
的
に
見
る
時
は
海
外
植
民
の
目
的
に
遁
す
る
債
大
な
地
域
が
存
す
る
。
例
へ
ば
濠
洲
或
ひ

は
加
奈
陀
、
南
米
(
パ
ラ
グ
ア
ィ
、
南
ブ
ラ
ジ
ル
)
或
は
阿
弗
利
加
(
ア
ピ
シ
ェ
ア
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
ア
ン
ゴ
ラ
)
等
が
之
れ
で

・
あ
る
。
日
伊
の
如
き
諮
問
閣
も
世
界
の
政
治
的
分
配
航
態
に
鑑
み
、
法
律
的
意
味
に
於
け
る
植
民
で
な
く
、
他
の
型
の
海
外
植
民
で

満
足
せ
ざ
る
を
符
な
く
な
っ
て
民
る
。
。

之
れ
を
要
す
る
に
填
太
利
は
移
住
植
民
地
宣
雄
得
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

玉
、
特

曾

社

』

T
mE-"" 

海
外
植
民
事
業
が
岡
山
家
事
業
で
あ
る
惑
は
疑
ひ
な
い
と
と
ろ
で
あ
る
。
然
し
植
民
史
の
敬
ふ
る
と
と
ろ
は
必
や
し
も
然
ら
や
。
就

中
特
許
合
祉
の
活
躍
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
る
る
。
抑
々
一
特
許
合
祉
の
事
業
範
閏
は
債
く
、
車
に
移
住
命
同
社
た
る
に
止
ら
な
い
。
土

地
貿
易
等
に
潤
占
的
特
躍
を
有
す
る
の
み
な
ら
す
、
時
に
珪
幣
、
司
法
、
軍
事
上
の
樺
限
さ
へ
有
し
た
。
一
般
に
特
許
合
枇
に
劃
す

る
批
判
は
合
枇
に
到
し
て
不
利
で
あ
る
c

之
れ
主
と
し
て
合
駐
員
の
腐
敗
、
土
民
に
劃
す
る
服
一
迫
、
土
地
投
機
等
に
原
因
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
然
し
大
出
に
が
、
て
特
許
合
枇
は
岡
家
的
杭
民
事
業
の
慣
値
あ
る
機
関
で
あ
っ
た
。
特
に
経
済
的
に
然
り
。

舎
一
此
形
態
に
よ
る
海
外
植
民
事
業
に
件
ふ
経
済
上
の
利
径
は
多
k

あ
る
も
、
先
づ
合
祉
は
民
間
資
本
を
動
員
し
て
杭
民
事
業
に
振

り
向
け
し
む
る
。
一
冗
来
植
民
荊
勤
は
統
一
的
な
る
を
裂
す
る
。
従
て
と
の
意
味
に
於
て
も
舎
枇
形
態
に
よ
る
が
合
目
的
と
稿
す
べ
き

で
あ
る
。
事
賞
、
訴
時
の
特
許
合
枇
の
如
き
特
権
を
有
せ
ざ
る
大
航
民
命
日
一
拡
が
現
在
熱
帯
、
及
び
亜
熱
帯
地
方
に
於
い
て
願
著
な
る

前
勤
を
し
て
居
る
。
次
に
特
に
A
M

同
一
世
形
態
は
、
土
地
開
拓
に
営
り
て
必
要
且
重
要
な
る
多
額
の
経
究
を
要
す
る
準
備
工
作
を
震
す
に
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最
も
趨
し
て
居
る
。
斯
く
が
勺
へ
来
る
時
、
唄
太
利
が
海
外
植
民
を
大
規
模
に
行
ふ
に
は
特
許
A
W
枇
の
形
態
を
選
ぶ
が
肢
も
安
治
で
あ

る
。
間
外
航
民
地
域
で
は
岡
家
自
身
が
閑
艇
を
用
ふ
る
事
を
得
ぬ
。
之
れ
に
代
り
て
命
日
枇
が
統
制
的
な
権
力
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。

而
し
て
か
L

る
植
民
地
と
母
岡
と
の
聞
の
法
律
的
関
係
は
か
の
住
時
乙
】

z
z
g
F巳
乙
口
3

制
度
を
復
活
し
、
之
れ
が
締
結
に
よ
り
て

共
の
確
保
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。

六
、
植
民
株
式
曾
社

L
r
F
V
午
i
ド
八

i
ι
w
a
一モロ

un

本
株
式
合
枇
は
原
則
と
し
て
本
同
法
に
準
撮
す
べ
き
で
あ
る
。
合
同
枇
に
特
有
な
「
粧
替
客
附
ど
か
ら
生
や
る
特
別
な
る
要
求
に
臨

や
る
銭
め
に
は
特
別
規
定
を
設
け
る
。
又
命
日
駐
の
特
極
性
質
に
鑑
み
政
府
は
認
可
を
箆
し
共
の
他
監
督
を
行
ふ
矯
め
、
政
府
は
特
別

の
権
限
を
有
す
べ
き
で
あ
る
。
政
府
に
は
専
門
家
よ
り
な
る
杭
民
地
委
員
舎
が
諮
問
機
関
と
な
る
。

植
民
株
式
合
祉
の
本
質
的
な
義
務
と
し
て
先
づ
土
地
の
獲
得
が
あ
る
。
次
に
か
く
し
て
得
た
土
地
の
改
良
を
は
・
か
り
、
共
の
他
各

種
の
準
備
工
作
を
な
す
を
要
す
る
。
即
ち
入
植
地
へ
の
d

必
要
な
る
交
通
設
備
、
特
に
道
路
の
建
設
、
伐
木
伐
根
の
如
き
之
れ
で
あ
る
。

土
地
の
分
割
は
原
則
と
し
て
費
却
の
都
度
合
祉
が
行
ふ
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
合
祉
は
植
民
者
及
び
共
の
他
の
土
地
購
買
者
と
各
別

に
契
約
乞
締
結
す
る
。
植
民
者
に
土
地
を
資
却
す
る
場
合
に
は
長
期
償
却
の
道
を
聞
き
、
叉
合
此
は
舵
氏
者
に
動
物
資
本
、
穂
市
、

肥
料
、
農
具
、
定
機
刑
食
料
等
の
供
給
を
計
る
。
し
か
し
合
枇
は
大
規
模
の
栽
植
経
替
に
劃
し
て
は
経
替
手
段
を
柿
給
し
な
い
事
と

す
る
。
経
替
手
段
を
就
に
所
有
し
て
居
る
者
に
封
し
て
は
産
業
組
合

ω
設
立
、
金
融
、
護
展
、
統
制
を
は
か
る
事
と
す
る
。
叉
命
同
社

は
各
種
の
行
政
行
筋
例
へ
ば
地
方
行
政
、
警
察
、
交
通
、
衛
生
、
教
育
の
事
務
を
司
る
。
共
他
不
動
産
取
引
、
商
業
取
引
の
取
締
特

に
重
要
な
る
闘
税
統
制
等
も
行
ふ
。
長
後
に
舎
祉
は
白
山
労
働
奉
仕
者
中
岳
己
目
的
2
L
P
手
己
丘
町
2
5
5
Jを
保
護
し
、
宿
泊
所
を
興

合
祉
の
椛
利
義
務

へ
、
必
要
な
る
経
替
手
段
位
興
へ
共
の
附
労
働
力
を
使
用
す
る
。
植
民
合
枇
が
昂
す
植
民
地
の
調
奈
、
研
究
族
行
等
に
は
植
民
閣
が
財

柏
明
、
太
利
の
植
民
命
H

一川案

一
一



喚
大
利
の
植
民
令
一
阿
茶

一
一
一

政
的
援
助
を
興
へ
る
事
が
必
一
袋
で
あ
る
。

植
民
株
式
命
日
批
の
様
利
と
し
て
は
先
づ
土
地
の
滴
占
即
ち
獲
得
及
支
配
の
滴
占
が
あ
る
。
之
れ
を
合
祉
の
猫
市
事
業
と
す
る
事
に

よ
っ
て
、
合
此
一
は
土
地
位
購
入
間
格
で
植
民
者
に
資
却
す
る
事
が
出
米
る
の
で

b
る
。
農
耕
地
及
び
移
住
地
は
側
々
の
植
民
者
荒
く

は
公
益
的
移
住
組
合
に
の
み
分
配
す
る
。
然
し
栽
杭
地
は
大
地
主
、
大
企
業
家
、
企
業
合
枇
に
分
配
す
る
事
が
出
来
る
。
植
民
A
W
H

枇

が
農
耕
地
、
移
住
地
を
自
替
地
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
る
。
位
し
栽
植
地
の
経
営
を
震
す
は
差
支
な
い
。
叉
事
校
、
模

範
農
場
敷
地
も
合
枇
の
所
有
に
し
て
も
差
支
な
い
。
土
地
の
満
山
に
次
い
で
合
批
は
会
杭
民
地
の
土
地
生
産
物
の
耕
作
乞
庇
耐
し
指

導
す
る
権
限
を
山
付
す
る
。
又
上
越
の
涼
業
組
合
を
設
置
し
統
制
す
る
排
他
的
構
限
も
合
祉
は
有
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
命
日
枇
は
貿
易

の
澗
占
椛
も
有
す
る
。

七
、
植
民
株
式
曾
社

b.
合
枇
機
闘
と
株
主

合
祉
の
機
闘
と
し
て
は
普
通
合
枇
訟
の
そ
れ
が
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
然
し
本
合
世
に
濁
特
の
も
の
と
し
て
一
般
株
主
総
合
に

経
済
園
出
の
租
類
に
肱
じ
て
各
和
の
分
合
を
設
け
る
と
と
、
特
に
川
時
に
移
住
者
が
あ
る
株
主
の
特
別
株
主
合
を
設
け
る
と
と
が
望

J

ま
し
い
。
株
主
総
合
は
人
材
批
本
山
の
所
在
地
、
即
ち
共
の
本
閣
で
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
故
、
植
民
地
に
位
所
荒
く
は
皆
業
所
を

持
ち
、
自
ら
株
主
総
合
に
参
加
す
る
と
と
を
作
ざ
る
株
主
又
は
自
ら
出
向
く
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
株
主
は
代
理
人
を
仮
遣
す
る
事
が
必

要
で
る
る
。
之
れ
が
箆
め
植
民
地
に
あ
る
株
主
は
株
式
合
枇
内
に
詐
問
委
員
を
泣
き
、
之
れ
が
株
主
に
代
っ
て
株
主
総
合
へ
の
代
四

人
を
選
定
し
、
叉
植
民
地
の
経
済
上
、
批
合
生
活
上
の
京
嬰
案
件
に
闘
す
る
顧
問
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
事
と
す
る
。
市
し
て
之

等
の
諮
問
委
員
は
職
業
別
に
別
例
に
設
く
る
事
が
望
ま
し
い
。
弐
に
政
府
委
員
は
か
の
往
時
の
葡
萄
牙
植
民
合
枇
の
主
C
H
E
φ
H
2
1
-

の
如
く
、
株
主
総
合
に
、
政
事
闘
に
、
は
た
又
析
民
地
に
於
け
る
合
枇
の
業
務
執
行
に
本
闘
政
府
を
代
表
し
て
参
興
す
る
事
と
す
る
。
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政
府
委
員
は
自
ら
又
は
共
の
直
属
の
官
吏
に
よ
っ
て
之
等
の
権
限
を
行
使
す
る
。
叉
政
府
委
員
は
一
定
の
場
合
に
於
て
、
所
前
「
杭

管
客
惜
」
の
経
済
上
、
文
化
上
、
政
治
上
の
意
義
に
鑑
み
て
否
認
躍
を
行
使
し
得
る
。
但
し
共
の
他
の
鮎
に
於
て
は
命
円
批
は
他
く
迄

合
世
た
る
を
建
前
と
し
て
官
臨
化
す
る
を
挫
く
べ
き
で
あ
る
。
値
民
地
に
於
け
る
直
接
的
な
業
務
執
行
は
単
一
専
制
的

HHHCEhEL

口
三
島

g去
の
「
で
あ
り
、
合
吐
総
裁
は
謂
は
ピ
植
民
.
地
の
杭
消
長
官
の
地
位
を
占
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
の
凱
山
か
ら
総
裁
は
又

警
察
圏
、
白
山
努
働
奉
仕
者
軍
の
段
高
指
揮
権
佐
持
っ
と
と
L

す
る
。
又
植
民
地
に
於
け
る
腐
敗
的
事
件
の
惹
起
を
橡
防
す
る
矯
め

懲
戒
規
則
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。

女
に
各
移
杭
者
は
命
日
枇
の
株
主
と
な
る
い
事
が
出
来
る
。
と
れ
に
よ
り
て
移
性
者
の
繭
一
耐
が
同
時
に
合
枇
の
耐
一
耐
で
る
る
意
義
が
徹

底
す
る
。
フ
ア
イ
チ
ベ
ル
ガ
l

の
所
謂
「
株
式
岡
家
」
が
貫
現
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
之
れ
は
必
や
し
も
空
想
に
非
十
。
彼
の
和
蘭

の
植
民
合
枇
は
ほ
刊
誌
之
れ
が
先
例
を
箆
す
も
の
で
あ
る
。
杭
民
者
の
保
有
す
る
株
数
は
大
な
る
を
得
な
い
で

b
ら
う
が
、
時
闘
に
於

け
る
株
主
は
大
株
主
た
る
市
引
が
寧
ろ
望
ま
し
い
。
即
ち
之
れ
に
依
っ
て
る
ま
り
百
有
な
ら
ざ
る
小
株
主
が
株
を
投
機
の
目
的
に
枇
い
す

る
と
と
在
困
難
な
ら
し
む
る
事
か
出
来
字
。
叉
植
民
合
枇
の
閤
家
的
性
質
に
鑑
み
、
株
が
外
岡
に
逃
避
す
る
を
制
限
す
る
方
策
を
立

つ
べ
き
で
あ
る
。
又
之
れ
に
よ
り
不
評
判
な
る
土
地
合
枇
移
性
合
枇
の
位
入
を
防
止
す
べ
き
で
あ
る
。

ハ
い
合
枇
の
金
融
、
必
要
資
本
、
及
牧
入

合
枇
の
資
金
は
先
づ
株
式
に
依
っ
て
募
集
す
る
。
第
一
に
間
内
の
一
般
資
本
市
場
か
ら
募
集
す
べ
き
で
あ
る
。
闘
際
聯
盟
の
出
資

を
得
る
と
と
を
得
ぱ
望
ま
し
い
。
み
叫
に
岡
家
、
都
市
共
他
の
公
共
園
出
も
出
資
を
篤
す
。
之
れ
は
植
民
主
主
の
世
合
的
、
経
済
的
、
岡

家
政
策
的
目
的
に
鑑
み
て
望
ま
し
い
。
他
方
と
の
植
民
事
業
に
依
り
て
失
業
を
緩
和
す
る
事
を
得
る
を
以
て
、
同
出
家
公
共
園
出
は
救

食
費
、
失
業
救
消
費
を
節
約
す
る
が
放
に
、
と
L

に
も
投
資
の
理
由
が
存
す
る
。
又
移
民
者
の
輸
送
共
他
植
民
地
に
必
要
な
る
物
資

を
運
送
す
る
運
送
合
枇
も
と
の
合
祉
の
設
立
に
よ
り
て
受
任
者
た
る
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
出
資
を
箆
す
と
と
が
望
ま
し
い
。
又
植
民

地
に
於
け
る
各
種
土
木
工
事
に
闘
り
、
又
共
他
工
業
口
聞
の
供
給
に
よ
り
て
利
径
を
得
べ
き
工
業
合
祉
の
出
資
を
得
る
事
も
望
ま
し
い
。

境
太
利
の
植
民
令
枇
案

一
一
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蝋
ム
太
利
の
植
民
合
一
昨
炎
，

〕
三
四

一
般
株
主
に
は
優
先
株
を
興
へ
て
出
資
を
容
易
な
ら
し
め
、
政
府
は
凶
分
の
配
山
口
同
を
保
詮
す
る
主
に
よ
り
、

得
る
機
舎
を
興
ふ
べ
き
で

b
る
。
又
株
主
た
る
運
詰
曾
祉
に
は
移
民
の
蓮
詮
共
他
に
闘
し
猫
占
棋
を
興
ふ
る
事
と
す
る
。
移
民
接
受

一
般
株
主
に
利
袋
を

閣
に
於
け
る
土
地
所
中
旬
者
の
出
資
は
例
ひ
現
物
出
資
の
形
に
於
て
も
舎
一
拡
が
外
固
化
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
望
ま
し
く
な
い
。

合
枇
の
必
要
資
本
・
は
先
づ
移
民
の
接
受
闘
が
無
償
で
土
地
在
譲
渡
せ
ざ
る
限
り
土
地
の
購
入
費
で
る
る
。
決
に
土
地
改
良
共
他
各

種
の
準
備
費
で
あ
る
。
殊
に
土
地
は
原
則
と
し
て
移
住
者
に
長
期
償
還
の
方
法
で
頁
却
す
る
も
の
故
、
相
官
の
資
本
を
一
安
す
る
の
で

あ
る
。
叉
組
合
設
立
に
常
っ
て
之
れ
に
営
て
る
資
金
も
必
要
で
あ
る
。
共
他
貫
習
長
場
、
模
範
岱
場
の
設
置
、
警
察
、
病
院
、
感
校
?

等
の
行
政
施
設
に
相
官
多
額
の
資
本
を
要
す
る
c

叉
之
等
諸
施
設
の
運
営
費
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

舎
一
位
の
牧
入
は
也
管
事
業
の
牧
入
の
外
に
、
い
机
民
者
及
組
合
へ
銭
し
た
金
融
の
利
子
、
産
業
組
合
よ
り
の
配
昔
、
植
民
地
内
に
於

け
る
商
工
業
の
許
可
料
等
が
る
る
。
叉
替
建
物
…
杭
持
の
箆
め
の
貢
納
金
、
不
動
産
捗
轄
の
登
録
税
が
あ
る
。
勿
論
合
一
枇
の
収
入
は
一

定
の
杭
民
地
域
に
封
し
確
同
た
る
基
礎
が
植
民
"
宮
初
一
定
期
聞
に
確
立
し
て
後
、
初
め
て
之
れ
を
期
待
し
得
る
も
の
で
る
る
。
円
以
後

に
土
地
両
日
目
前
格
の
差
額
に
よ
る
収
入
も
合
枇
収
入
と
し
て
大
な
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
命
同
一
拡
が
土
地
を
始
め
無
償
に
て
獲
得
せ
る

場
合
に
於
て
然
り
。

八
、
植
民
地
に
於
け
る
経
済
の
型

先
づ
第
一
に
問
題
と
な
る
は
移
民
の
荷
類
で
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
家
族
が
植
民
の
蒸
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
単
調
植
民
は

軍
事
的
共
他
特
別
の
場
合
に
一
時
的
に
行
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
市
し
て
民
業
に
杭
験
あ
り
て
而
も
自
己
の
家
の
な
い
治
家
の
二
三

男
が
中
心
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
都
合
よ
り
植
民
者
を
募
集
す
る
場
合
に
於
て
も
民
業
に
絞
験
あ
る
者
を
取
る
。
航
民
主
主
が
相
官

進
捗
し
た
る
後
に
於
て
は
他
の
都
市
人
円
を
航
民
す
る
も
可
で
あ
る
。
道
路
工
事
、
鍛
道
工
事
、
共
他
各
和
の
準
備
工
事
に
は
そ
れ

ぞ
れ
本
閣
に
於
て
か
L
る
工
事
に
杭
験
あ
る
人
士
を
白
山
労
働
奉
仕
者
と
し
て
使
役
す
る
。
之
等
の
労
働
者
が
移
住
を
完
了
す
る
迄



に
は
、
植
民
地
の
民
業
経
替
の
貫
際
を
習
得
せ
し
む
る
。
本
固
に
於
て
も
亦
植
民
者
を
教
育
す
る
と
と
は
重
大
な
事
で
る
っ
て
、
巡

回
講
師
共
他
の
数
育
機
関
に
よ
っ
て
数
育
に
力
む
べ
き
で
あ
る
。
調
逸
に
於
け
る
内
閣
植
民
、
園
外
植
民
の
高
等
教
育
機
闘
と
し
て

の
J

ヨ定
E
E戸
需
ロ
の
猫
逸
植
民
単
校
の
如
き
範
と
す
る
に
足
る
。
植
民
地
に
於
け
る
賓
習
長
場
、
試
験
良
場
の
如
き
も
と
の
目
的

に
役
立
つ
。

植
民
地
の
殻
建
に
俳
ひ
必
然
的
に
商
、
ヱ
等
の
他
の
職
業
入
、
技
術
家
、
墜
師
、
薬
剤
師
等
の
専
門
的
技
術
家
を
必
要
と
す
る
に

至
る
で
あ
ら
う
が
、
之
等
は
本
固
に
於
い
て
同
一
職
業
に
従
事
し
共
の
杭
験
を
有
す
る
者
に
優
先
植
を
輿
ふ
べ
き
で
あ
る
。

移
住
航
民
地
に
於
て
は
原
則
と
し
て
自
作
小
山
口
の
扶
植
を
主
限
と
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
れ
済
的
に
硝
立
な
出
家
と
し
て
主
と
し

て
自
家
労
力
本
位
と
し
、
簡
早
な
政
屋
の
問
聞
に
存
す
る
耕
地
を
、
白
用
の
家
斉
資
本
及
び
民
主
機
械
を
別
ひ
て
、
而
も
ん
智
駐
の
指

導
と
監
行
の
下
に
木
困
在
来
の
耕
作
法
若
く
は
貫
習
に
よ
り
習
得
し
た
耕
作
法
に
よ
り
耕
作
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
栽
植
栽
培
に
於

て
は
土
着
労
働
を
朋
ふ
る
事
が
必
要
で
あ
ら
う
。
本
閤
よ
り
の
白
山
労
働
奉
仕
者
は
集
闇
移
民
を
話
す
潤
立
小
山
と
具
り
家
族
移
民

の
例
外
を
話
す
も
の
で
、
彼
等
は
未
婚
で
あ
っ
て
土
地
を
獲
得
す
る
に
至
っ
て
知
め
て
共
の
斐
女
を
本
国
よ
り
迎
へ
る
の
で
あ
る
。

小
法
の
耕
作
す
る
民
地
は
あ
ま
り
小
な
ら
ざ
る
事
を
要
す
。
円
以
小
二
十
五
町
歩
は
必
要
で
あ
る
。
売
業
組
合
は
本
因
に
於
け
る
と
同

様
に
版
賀
、
一
一
い
川
、
加
工
、
共
他
民
産
物
の
輸
送
版
賀
、
近
代
的
合
理
的
な
る
も
高
債
な
る
杭
替
手
段
の
共
同
使
川
等
を
第
さ
し
む

る
。
特
に
産
業
組
合
は
耕
作
植
民
者
と
商
人
と
の
橋
渡
し
を
話
す
も
の
で
あ
る
。

植
民
者
に
は
開
墾
義
務
を
負
は
す
。
但
し
と
の
義
務
を
履
行
せ
し
む
る
に
念
な
る
時
は
か
へ
っ
て
土
地
を
損
耗
せ
し
む
る
危
険
あ

る
を
以
て
過
度
た
る
を
要
す
る
。
航
民
宥
の
土
地
耕
作
は
原
則
と
し
え
営
利
主
義
の
上
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
。
故
に
市
川
切
に
於
け
る

需
要
を
顧
慮
し
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
栽
杭
抗
告
に
於
て
は
特
に
時
閣
の
需
要
が
問
題
と
友
る
。
即
ち
件
闘
に
産
せ
や
而
も
時
閣
の
需

要
す
る
も
の
之
れ
で
あ
る
。
+
引
に
命
副
社
は
植
民
有
の
食
椴
料
の
供
給
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
c

商
工
業
に
闘
し
て
は
時
間
と
同
一
に

し
て
特
に
一
五
ふ
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
唯
舎
祉
は
植
民
者
が
内
己
の
生
売
物
の
販
路
を
見
出
し
得
る
様
指
導
す
べ
く
、
又
付
岡
の
応

境
太
利
の
植
民
令
枇
案

五
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抽
明
大
利
の
植
民
令
一
枇
案

一
三
六

物
を
植
民
者
に
使
川
せ
し
む
る
技
指
導
す
べ
き
-
で
あ
る
。

九
、
植
民
地
に
於
け
る
土
地
制
度

植
民
の
理
論
並
に
賓
践
に
於
て
古
来
守
れ
た
る
は
移
性
宥
に
土
地
を
山
県
ふ
べ
き
か
又
は
買
却
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
百
却
を
け
正

と
す
る
者
の
理
・
仰
と
す
る
は
先
づ
植
民
投
の
節
約
と
一
五
ふ
賄
で
あ
る
。
第
二
に
相
官
代
債
な
支
拙
ひ
土
地
を
獲
得
し
た
る
場
合
は
移

性
符
が
そ
の
土
地
に
愛
荒
す
る
と
云
ふ
知
で
あ
る
。
従
っ
て
小
政
耕
作
地
及
び
栽
植
地
・
は
全
然
資
却
の
方
法
に
よ
り
移
住
者
に
獲
ね

せ
し
む
る
事
を
原
則
と
な
す
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
と
の
際
土
地
を
競
百
す
る
の
が
合
理
的
か
、
又
は
平
均
慣
絡
で
資
却
す

る
の
が
合
理
的
か
が
庇
々
問
題
に
な
か
。
従
う
-1
命
日
一
杭
は
諌
め
土
地
の
階
級
に
よ
っ
て
定
め
た
偵
格
を
一
定
期
間
標
準
と
し
て
底
分

す
べ
き
で
あ
る
。
土
地
慣
格
は
北
ハ
の
土
地
の
交
通
闘
係
、
水
利
の
使
、
即
ち
水
の
乏
し
き
地
方
に
於
て
は
特
に
川
水
の
使
、
水
運

の
使
等
を
考
慮
し
て
土
地
汗
慣
に
よ
り
て
定
む
べ
き
で
あ
る
。
海
外
植
民
に
於
て
は
土
地
の
一
部
が
所
謂
J
J
1伊
丹
市
『

p
c
z
g唱
を
震

す
時
は
重
大
な
意
義
を
持
。
。
又
十
一
地
債
格
を
決
定
す
る
に
首
っ
て
共
の
土
地
の
性
質
即
ち
如
何
な
る
民
産
に
趨
す
る
か
を
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
。
叉
A
M

同
枇
は
汲
め
後
に
裂
す
る
土
地
の
改
良
費
其
他
の
準
備
費
を
倒
的
し
て
土
地
債
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
土

地
買
却
に
常
り
で
は
相
官
耐
杭
の
土
地
を
道
路
、
餓
道
、
蓮
何
、
行
政
融
、
墜
校
、
病
院
等
の
公
共
川
地
と
し
て
保
官
し
泣
く
べ
き

A
A
 

で
あ
る
。
開
拓
に
要
す
る
準
備
究
を
植
民
者
よ
り
租
税
と
し
て
微
牧
す
る
事
は
避
く
べ
き
で
あ
る
。
叉
植
民
者
を
し
て
買
得
せ
る
自

己
の
所
有
地
の
外
に
若
干
而
杭
の
土
地
を
一
定
胡
間
附
加
保
有
せ
し
め
、
後
に
之
れ
を
単
校
、
数
合
、
同
家
公
共
園
出
に
返
却
せ
し

む
る
方
法
も
逝
く
べ
き
で
あ
る
。

初
期
の
航
民
者
に
は
後
来
の
植
民
者
よ
り
土
地
債
格
を
低
く
し
、
買
却
す
る
は
望
ま
し
い
。
叉
後
来
植
民
流
よ
り
土
地
間
部
一
成
結

の
劣
れ
る
者
に
は
後
楽
植
民
宥
に
到
す
る
土
地
一
一
氏
却
債
格
と
の
差
額
だ
け
矢
張
支
梯
は
し
む
る
。

植
民
有
に
克
却
す
る
土
地
の
債
格
は
土
地
と
労
働
と
の
均
衡
と
を
得
し
む
る
を
以
て
充
分
な
り
と
す
る
、
か
の
ウ
エ

l
ク
フ
ヰ

l
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ル
ド
の
却
期
的
見
解
は
異
論
を
炎
む
飴
地
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
楠
町
、
太
利
の
杭
民
地
は
所
謂
「
以
前
念
杭
民
地
」
属
。
子
。

-sr
た
る
に

鑑
み
、
顕
初
よ
り
ウ
エ

1
ク
フ
ヰ

l
ル
ド
制
を
同
執
す
る
事
泣
く
、
多
少
土
地
債
格
は
投
下
費
を
必
や
し
も
償
ふ
を
日
的
と
せ
ざ
る

融
通
乞
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
仰
れ
に
せ
よ
ウ
エ

1
ク
ブ
ヰ

1
ル
ド
の
設
は
植
民
者
に
土
地
を
無
償
に
て
賦
興
す
べ
し
と
す
る
議
山
酬

を
反
駁
す
る
有
力
な
即
日
識
で
あ
る
。

杭
川
山
者
に
土
地
佐
賀
却
す
る
に
首
り
で
は
原
則
と
し
て
年
賦
償
還
の
方
法
に
よ
る
べ
く
、
そ
の
代
偵
の
四
分
の
一
は
現
金
で
支
梯

ふ
べ
き
も
の
と
す
る
。
土
地
代
目
は
杭
民
者
自
ら
の
負
捨
と
し
て
償
却
す
べ
き
で
あ
る
が
、
質
際
的
に
は
、
航
民
者
の
件
閣
の
所
有

地
買
却
代
慣
兆
他
親
戚
故
琶
の
援
助
叉
は
付
凶
移
住
組
合
に
於
け
る
積
立
金
が
民
作
費
と
し
て
役
立
つ
で
あ
ら
う
。
之
れ
に
以
し
渡

航
費
は
A
M
M

枇
の
金
融
に
よ
る
。
A
M

日
批
に
昂
す
年
以
償
還
に
は
多
く
の
意
味
が
あ
る
。
即
ち
土
地
代
的
、
民
業
資
本
、
渡
航
費
の
分
割

償
還
た
る
の
み
な
ら
や
同
時
に
杭
民
合
枇
株
即
ち
所
有
株
の
支
姉
、
産
業
組
合
持
円
分
の
支
姉
に
も
充
て
ら
れ
る
の
で
る
る
。
所
前

所
有
株
の
支
怖
と
共
に
杭
民
者
は
新
純
情
的
問
家
所
属
の
設
明
書
乞
仰
る
。

年
賦
は
初
め
一
一
、
コ
一
年
据
置
後
最
高
十
年
の
償
還
と
な
す
。
家
玄
刷
、
政
兵
の
如
き
も
長
期
年
賦
償
還
の
方
法
で
合
批
が
柿
給
す
る
。

但
し
土
地
代
債
の
文
梯
よ
り
年
賦
は
一
知
期
に
て
可
な
り
。
叉
年
賦
金
延
滞
の
場
合
に
は
土
地
は
命
日
一
拡
に
師
属
す
る
こ
と
L
た
る
。

一O
、
補
論
、
自
由
掠
働
奉
仕
(
可
丘
三
E
m
q
〉
号
。
-
E
H
0
5
3
と
海
外
植
民

航
民
地
の
川
町
働
に
本
間
の
白
山
労
働
半
仕
対
を
川
ふ
る
計
葺
は
航
此
史
上
新
ら
し
い
試
み
で
あ
る
。
デ
ハ
ン
ト
の
討
会
一
で
は
之
等

附
労
働
者
を
本
閑
よ
り
招
保
し
、
杭
民
地
の
伐
木
、
測
量
、
道
路
の
問
盤
等
の
所
謂
準
備
工
作
に
川
ひ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
之
れ
必

然
的
且
組
織
的
に
海
外
航
民
の
目
的
貿
現
の
手
段
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
経
験
上
航
民
地
の
労
働
は
硝
裁
的
市
除
的
統
制
に
よ
っ

て
最
も
共
の
殻
泉
を
登
輝
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
と
の
賄
よ
り
も
本
同
の
向
山
労
働
奉
仕
者
を
刑
ふ
る
と
と
が
望
ま
し
い
。

H
出

外
航
民
の
生
産
突
を
減
少
し
作
る
の
み
な
ら
や
、
航
民
地
内
の
人
口
増
加
に
資
す
る
と
と
が
出
来
る
。

塊
太
利
の
椛
氏
A
W
枇
笑

ーヒ
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喚
太
利
の
植
民
令
一
批
災
・

ノk

之
等
の
自
由
持
働
奉
仕
者
が
航
民
地
で
労
働
す
る
に
官
り
で
は
波
航
費
は
無
料
、
報
償
即
ち
衣
服
、
用
具
、
病
泊
所
、
扶
助
、
小

使
ひ
は
本
闘
と
川
様
と
す
る
。
然
し
、
自
由
州
労
働
奉
仕
者
は
少
く
も
一
一
一
ヶ
年
の
航
民
地
問
労
働
の
後
に
土
地
を
獲
得
し
、
土
地
雄
一
件
後

は
少
く
も
ご
一
ヶ
月
以
内
に
川
閤
人
の
婦
人
と
結
婚
し
之
れ
を
本
岡
よ
り
呼
寄
す
る
と
と
L

す
る
。
自
由
川
町
働
奉
仕
者
は
共
の
土
地
購

買
の
代
金
は
共
の
八
分
の
一
は
航
民
地
に
於
け
る
労
働
を
加
算
し
之
れ
を
差
引
く
も
の
と
す
る
。
又
土
地
代
金
は
二
ヶ
年
据
置
二
十

ヶ
年
年
賦
の
償
還
と
た
す
。
苅
し
労
働
者
が
杭
民
地
に
於
け
る
三
ヶ
年
の
労
働
奉
仕
後
、
土
地
獲
得
の
請
求
を
せ
ざ
る
者
は
、
本
闘

に
無
償
で
詮
還
左
要
求
す
る
昨
利
を
有
す
る
。
之
等
野
働
者
の
土
地
の
獲
得
は
多
少
他
の
者
よ
り
後
れ
、
従
っ
て
土
地
償
格
も
際
世

す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
五
山
余
地
慣
臨
武
は
之
等
労
働
者
の
力
に
よ
る
事
大
な
る
に
鑑
み
、
之
等
労
働
宥
の
獲
得
す
べ
き
土
地
債
格
は
騰

貴
前
の
も
の
た
る
を
一
安
す
る
。
又
土
地
の
獲
件
、
も
本
図
へ
の
送
還
も
欲
せ
ざ
る
北
の
に
は
警
察
圏
又
は
合
駐
の
模
範
農
場
員
と
し
て
探

用
さ
れ
る
優
先
植
を
興
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
、
植

民

僚

事官

近
き
将
来
に
於
て
唄
太
利
が
法
律
的
立
義
に
於
け
る
杭
民
地
を
獲
得
す
る
事
は
期
待
出
来
ぬ
が
故
に
、
航
民
事
業
の
振
興
を
は
か

る
に
は
先
づ
特
別
の
俊
約
を
締
結
す
る
と
と
が
緊
要
で
あ
る
。
即
ち
重
商
主
義
時
代
特
に
仰
岡
に
於
て
行
は
れ
た
。
所
謂
宮
市
件
。

g
ゲ
ロ

2
F
の
制
度
を
復
活
す
る
事
で
あ
る
。
宮
市
丹
市

g
F口
町
H
b

は
自
由
貿
易
を
制
限
す
る
矯
め
次
の
五
原
則
に
よ
っ
た
。
即
ち
間

航
民
地
は
其
の
会
生
産
物
を
母
閑
に
供
給
す
る
乙
と
。
判
他
方
杭
民
地
は
共
の
必
要
と
す
る
商
品
を
全
部
母
閣
の
供
給
に
仰
ぐ
と

と
。
間
航
民
地
に
て
淀
川
す
る
原
料
の
加
工
は
い
帆
民
地
内
に
て
行
ひ
得
ざ
る
と
と
。
向
母
川
問
は
共
の
必
要
と
す
る
航
民
地
生
産
物
を

先
づ
自
己
の
杭
民
地
に
求
む
る
と
と
。
間
航
民
地
と
母
岡
聞
の
海
運
は
全
然
母
同
商
舶
に
行
は
一
る
べ
き
こ
と
之
れ
で
あ
る
。

域
太
利
本
閣
と
北
ハ
の
海
外
航
民
を
行
ふ
べ
き
地
域
と
の
聞
に
も
之
れ
に
似
た
保
約
を
締
結
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
往
時
の
航
民
保

約
と
具
り
、
填
太
利
の
海
外
航
川
ん
の
促
進
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
本
闘
に
於
て
は
航
民
地
生
産
物
は
か
L

る
填
太
利

Lcroy-Beanliell， [t. a. 0・， S. 547fl': Gi"alllt， a. a. 0.， S. !ilfl'参照1) 



航
民
地
か
ら
の
み
輸
入
す
る
規
定
を
設
く
べ
き
で
あ
る
。
又
母
闘
と
杭
民
地
が
関
税
上
川
一
一
地
域
と
震
す
と
と
を
僚
約
な
以
て
規
定

す
べ
き
で
る
る
。
共
他
母
閣
と
航
民
地
と
は
同
一
貨
幣
本
位
な
ら
し
む
る
事
が
必
要
で
る
る
。
然
し
直
接
的
手
段
に
よ
り
接
受
岡
の

貨
幣
を
排
除
し
得
ざ
る
を
以
て
、
間
接
的
手
段
に
よ
り
徐
々
に
本
岡
の
貨
幣
本
位
の
活
動
範
囲
を
鵡
張
す
べ
き
で
あ
る
。
之
れ
が
矯

め
先
づ
第
一
に
本
間
の
工
業
ロ
聞
は
こ
れ
を
合
枇
の
現
物
出
責
と
震
す
。
若
し
之
れ
が
賀
行
不
可
能
な
れ
ば
、
支
梯
決
済
は
本
同
に
於

て
行
ふ
と
と
L
す
る
。
第
二
に
本
国
杭
民
地
問
の
貿
易
に
は
差
額
勘
定
報
償
の
方
法
を
可
及
的
に
探
即
す
る
と
と
。
第
三
に
杭
民
地

に
於
い
て
現
金
を
用
ひ
ざ
る
取
引
を
盛
ん
な
ら
し
む
る
と
と
で
あ
る
の
と
の
目
的
の
矯
め
に
は
流
通
詮
器
を
作
る
と
と
が
舎
一
枇
の
故

も
重
大
な
責
務
で
る
る
。
叉
接
受
閣
の
了
解
の
下
に
本
間
の
郵
便
貯
金
の
方
法
を
採
用
す
る
と
と
も
大
切
で
あ
る
。

合
同
枇
が
最
初
に
土
地
を
獲
得
す
る
に
際
し
、
共
の
土
地
代
金
を
外
岡
貨
幣
に
て
支
梯
ふ
場
合
多
く
の
困
難
を
伴
ふ
で
あ
ら
う
が
、
と

の
場
合
通
営
な
方
法
が
な
い
わ
け
で
な
い
。
即
ち
、
若
し
接
受
闘
が
非
工
業
闘
な
れ
ば
本
岡
の
工
業
品
を
以
て
現
物
交
換
の
方
法
を

と
る
の
が
泊
首
で
あ
ら
う
。
接
受
岡
自
身
が
土
地
質
却
者
で
あ
る
な
ら
ば
一
厨
簡
単
に
こ
の
方
法
に
よ
る
事
が
出
来
る
。
と
の
現
物

支
梯
を
取
る
場
合
に
は
舎
一
拡
が
本
問
か
ら
受
け
る
出
資
を
現
物
向
賓
と
た
し
、
と
れ
を
土
地
支
梯
代
金
に
振
向
け
る
と
と
が
出
来
る
。

一
二
、
植
民
地
に
於
け
る
法
律
雄
司
法

法
律
抗
司
法
の
重
要
な
る
諸
貼
に
閉
し
て
は
母
岡
と
接
受
閣
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
航
民
保
約
で
確
定
す
べ
き
で
あ
る
。
以
下
共

の
要
貼
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

先
づ
公
民
権
上
航
民
地
に
於
て
は
填
太
利
の
航
此
者
は
填
同
人
と
し
て
の
公
氏
擁
を
有
す
る
。
刑
法
は
接
受
岡
の
そ
れ
に
従
ふ
と

と
L

す
る
。
又
接
受
閣
の
私
法
は
原
則
と
し
て
杭
民
者
に
趨
別
さ
る
L

と
と
L

昂
し
、
組
依
相
積
訟
に
閥
し
て
は
特
別
に
杭
民
保
約

に
規
定
す
る
。
土
人
と
の
結
低
刊
は
」
許
さ
歩
、
法
律
上
無
款
の
も
の
と
錯
す
。
不
動
産
移
碑
は
航
民
合
枇
護
給
の
地
採
に
よ
る
と
と
L

L
、
接
受
闘
に
登
録
を
要
せ
ざ
る
と
と
L
す
る
。
事
責
、
合
枇
と
し
て
は
外
部
の
者
即
ち
非
航
民
者
に
不
動
毘
を
九
随
分
せ
ざ
る
も
の

鰍
〈
太
利
の
紘
民
命
H

祉
案

一
三
九



焔
九
大
利
の
松
氏
令
一
枇
笑
・

一
四

O

で
あ
る
。
唄
太
利
の
航
川
内
者
に
割
し
必
裂
な
る
特
別
法
は
航
此
僚
約
に
よ
り
て
合
枇
が
共
の
制
定
権
を
認
め
ら
れ
る
。
か
L

る
特
別

法
た
る
土
地
法
に
は
杭
民
者
の
所
有
地
の
最
高
最
低
面
積
、
航
民
者
の
所
有
地
の
譲
渡
及
び
賃
貸
借
に
は
合
祉
の
は
立
を
要
す
る
事

等
を
規
定
す
る
。
外
部
の
者
に
土
地
を
誕
渡
せ
ん
と
す
る
時
は
舎
枇
は
先
買
植
を
行
使
す
る
事
が
出
来
る
。
ハ
以
後
に
優
秀
な
る
航
民

者
、
従
平
者
、
一
五
本
岡
早
人
に
は
土
地
法
に
於
て
特
別
な
所
前
家
産
法
を
設
け
て
之
れ
を
保
護
す
る
。
航
民
地
の
土
地
所
有
権
が
法

律
上
明
確
に
合
祉
に
邸
屈
し
て
出
な
い
場
合
に
は
、
地
代
及
び
永
小
作
権
に
闘
し
合
枇
は
特
別
の
規
定
を
設
け
る
。
航
川
山
者
の
所
有

地
の
謡
波
、
賃
貸
借
は
譲
受
人
、
賃
借
入
に
地
採
が
引
渡
さ
れ
、
そ
れ
が
土
地
選
艇
に
登
録
せ
ら
れ
て
後
、
始
め
て
命
日
祉
に
封
抗
し

作
る
。
労
働
法
は
原
則
と
し
て
域
岡
法
が
適
用
さ
れ
、
航
民
地
の
特
租
事
情
に
趨
ム
口
せ
ぬ
も
の
に
闘
し
て
は
特
別
法
を
設
く
る
。
と

の
労
働
法
は
土
人
、
外
人
労
働
者
に
も
例
外
的
に
適
用
さ
れ
る
。
商
法
は
接
交
闘
の
も
の
が
原
則
と
し
て
行
は
れ
る
と
と
L

す
る
。

裁
判
権
は
接
受
同
に
る
り
。
特
に
杭
民
者
と
土
人
と
の
争
訟
に
於
て
然
り
。
も
っ
と
も
制
事
裁
判
制
度
を
設
け
た
る
場
合
は
別
で

あ
る
。
北
ハ
他
和
解
は
九
百
一
舵
選
任
の
剥
停
官
に
よ
る
と
と
λ

す
る
。

行
政
訟
は
原
則
と
し
て
接
受
闘
の
も
の
が
行
は
れ
る
。
但
し
替
業
法
は
、
合
枇
が
営
業
の
許
可
を
な
す
権
利
を
得
た
場
合
に
は
之

れ
に
よ
る
。

又
杭
民
倹
約
に
は
航
民
者
が
接
交
闘
に
封
し
一
矢
投
の
義
務
な
き
と
と
を
規
定
す
る
と
共
に
、
義
務
教
育
、
公
文
及
び
日
常
生
前
に
於

て
硝
乙
一
詰
を
府
ひ
仰
る
事
を
明
約
す
る
。
本
阿
の
救
食
、
失
業
救
済
行
政
は
航
民
地
に
は
行
は
れ
ざ
る
こ
と
L

ず
る
。
但
し
慈
善
的

救
簡
は
と
の
限
り
に
非
る
も
の
と
す
る
。
本
閣
の
災
害
疾
病
保
険
は
多
少
の
制
肢
を
加
へ
て
杭
民
地
に
も
行
は
れ
る
と
と
L
ず
る
。

共
に
財
政
法
に
闘
し
て
は
、
直
接
凶
税
特
に
所
得
税
は
杭
民
者
に
賦
課
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
と
す
る
。
間
接
税
特
に
消
費
税
は
之
れ

を
弛
れ
得
や
。
但
し
接
受
同
氏
の
そ
れ
よ
り
高
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
。
接
受
囲
が
植
民
者
に
釣
し
直
接
税
を
兎
税
す
る
所
以
の
も

の
は
、
接
交
闘
が
墳
閣
の
杭
民
事
業
よ
り
利
益
を
交
く
る
が
銭
め
で
あ
る
。
而
し
て
叉
舎
一
世
は
毎
年
接
受
闘
の
閤
庫
に
コ
ン
セ
ッ
シ

ョ
ン
料
を
支
姉
ふ
が
矯
め
で
あ
る
。
本
岡
は
一
般
規
定
に
恭
い
て
植
民
合
枇
に
課
税
し
満
足
す
べ
し
。
本
間
仕
接
受
同
は
杭
民
者
よ



り
直
接
に
手
数
料
を
徴
牧
す
る
と
と
無
く
、
唯
合
枇
と
し
て
は
告
業
許
可
手
数
料
、
不
動
庄
移
特
手
数
料
、
北
バ
他
隊
十
校
病
院
の
如
き

皆
詰
物
の
行
政
手
数
料
を
徴
牧
す
る
権
利
を
有
す
る
。

航
民
保
約
に
よ
り
て
接
交
閣
の
高
棋
は
多
少
制
限
を
受
け
る
と
と
L

な
る
。
即
ち
航
民
地
域
は
接
受
岡
の
闘
税
地
域
外
と
な
し
、

之
れ
を
母
国
の
閥
税
地
域
内
に
入
れ
る
如
き
、
又
は
航
民
者
に
封
し
接
交
同
の
直
接
税
、
手
数
料
等
を
完
除
す
る
如
き
之
れ
で
あ
る
。

又
直
接
本
国
と
植
民
地
と
の
貨
幣
本
位
を
同
一
た
ら
し
む
る
方
策
を
と
る
の
も
高
擢
制
限
と
な
り
得
る
が
、
可
及
的
に
本
園
手
形
よ

に
よ
る
支
榔
決
済
の
方
法
を
と
る
な
ら
ば
接
受
開
の
貨
幣
一
両
躍
。
乙
s
o
y島
を
侵
す
と
と
少
い
で
る
ら
う
。
法
律
の
方
面
に
於
て
も

域
同
航
民
者
の
矯
め
に
特
別
法
の
制
定
を
求
め
る
と
と
は
何
等
特
に
必
要
と
す
る
と
と
ろ
で
は
な
い
。
土
地
法
に
於
て
も
然
り
。
然

し
友
が
ら
接
受
岡
の
司
法
棋
は
領
事
裁
判
の
如
き
合
川
裁
判
を
施
行
す
る
と
と
に
よ
り
著
し
い
制
限
を
受
け
る
と
と
に
た
ら
う
。
又

航
民
者
が
兵
役
の
義
務
な
き
と
と
、
民
平
校
制
度
、
一
言
語
に
封
し
自
由
を
得
る
と
と
も
接
受
岡
の
尚
徳
を
制
限
す
る
と
と
に
な
ら
う
。

ヨ
ン
セ
沙
シ
ヨ
ン

姿
す
る
に
城
、
閣
の
航
民
地
は
濁
特
の
形
態
の
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
上
専
管
地
に
設
も
近
い
も
の
と
一
五
ひ
作
る
で
あ
ら
う
。
少
く
も

そ
れ
へ
の
中
間
形
態
今

a
E
H
g忠
告
呂
志
で
る
る
。
何
れ
に
せ
よ
臥
羅
巴
に
と
り
新
し
い
植
民
形
態
を
創
設
す
る
と
と
が
緊
要
で

あ
る
。本
植
民
合
同
祉
の
法
律
的
性
質
は
普
通
命
日
一
粧
の
そ
れ
と
具
る
。
所
前
特
棒
を
有
す
る
合
枇
で
あ
る
。
但
し
地
方
自
治
慌
と
目
ず
べ
き

で
は
な
い
。
即
ち
本
合
枇
は
地
方
自
治
他
と
異
り
、
第
一
に
政
府
は
合
枇
に
封
し
指
都
棋
を
有
し
、
第
二
に
命
日
祉
は
権
限
保
詮

問。

2
5
5
M
N
m
E
S
E
-ロ
を
有
し
な
い
。

北
に
植
民
保
約
に
闘
し
母
閣
と
接
受
園
と
の
聞
に
起
る
べ
き
争
訟
を
裁
決
す
る
矯
め
の
裁
判
所
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
同

際
聯
盟
が
と
の
任
に
営
る
と
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
外
母
閑
と
植
民
合
一
位
、
接
受
閤
と
相
民
合
枇
と
の
間
の
争
訟
解
決
の
た
め
の
裁

判
所
の
設
置
も
望
ま
し
い
。

凶
際
聯
盟
は
上
述
せ
る
如
く
裁
判
機
関
と
し
て
本
事
業
に
介
入
す
る
外
に
、
現
太
利
植
民
を
各
方
面
か
ら
援
助
す
る
と
と
が
聯
盟

煉
ん
太
利
の
植
民
品
開
社
案

四
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利
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植
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笑
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の
精
ぺ
刊
に
服
し
て
正
首
で
あ
る
と
考
へ
る
。
五
し
聯
盟
は
閥
際
州
労
働
問
題
に
常
に
関
心
を
有
し
、
而
も
境
太
利
植
民
が
世
界
労
働
分

配
に
多
大
の
樹
係
あ
る
を
以
て
刊
誌
あ
る
。

点
ん
も
五
日
々
は
聯
盟
の
賛
助
を
件
、
且
航
氏
の
潟
め
の
金
融
を
得
る
と
と
に
釘
し
必
や
し
も
梁
翻
は
ゆ
る
さ
ぬ
。
然
し
ル
/
く
も
聯
盟

は
本
合
枇
が
峨
羅
巴
一
般
金
融
市
場
に
於
て
金
酬
を
得
る
と
と
を
援
助
し
、
叉
航
民
保
約
の
保
詮
人
、
土
地
購
買
に
あ
た
り
て
の
保

設
人
と
な
っ
て
域
開
航
民
を
賛
助
す
る
と
と
は
出
来
る
で
あ
ら
う
。

十
三
、
結

言

以
上
が
デ
ハ
ン
ト
茶
の
骨
子
で
あ
る
が
、
議
の
裡
に
填
太
利
の
苦
悶
の
象
徴
を
充
分
間
取
す
る
と
と
が
出
来
る
。
デ
ハ
ン
ト
と
雌

も
そ
と
に
何
等
共
間
的
た
填
太
利
航
民
の
釘
象
を
指
摘
す
る
と
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
限
り
に
於
て
デ
ハ
ン
ト
案
は
抽
象
的
で
あ
り

定
想
的
で
あ
る
。
更
に
J

ア
ハ
ン
ト
案
の
各
項
の
霞
現
性
を
省
察
す
る
時
一
一
府
の
疑
問
な
き
を
仰
な
い
。
一
般
に
行
き
づ
ま
れ
る
一
叫
ん
官

欣
勢
は
そ
の
枇
合
に
非
現
質
的
な
迷
信
・
新
宗
教
・
懐
古
趣
味
を
盛
ん
友
ら
し
め
、
以
て
現
置
に
謝
す
る
絶
望
感
を
安
慰
せ
ん
と
す

る
傾
向
を
生
や
る
。
か
L

る
似
向
と
デ
ハ
ン
ト
案
と
は
一
脈
相
通
や
る
も
の
る
り
と
見
る
は
余
の
僻
限
で
あ
ら
う
か
。

然
し
な
が
ら
デ
ハ
ン
ト
の
拍
ぐ
る
技
術
的
方
策
に
至
り
で
は
我
が
漏
出
家
農
業
移
民
機
関
の
形
態
、
事
業
、
財
政
等
に
と
り
参
考
と

な
す
べ
き
賄
多
し
と
云
は
ざ
る
を
仰
な
い
。

附
詑

7

ツ
ト
ノ

1
ト
は
二
三
を
除
く
外
悉
〈
デ
戸
ン
ト
の
も
の
で
あ
る
。


